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市川市議会は、市民の代表として選挙された議員により構成される「議決機関」で、定期的または臨時に開かれ、提出された議案などを審議します。同じ

く選挙で選ばれる「執行機関」の長である市長とは、互いにけん制し、均衡を保ちながら、車の両輪のように、共に市政の発展のために活動しています。

２月、６月、９月、12 月の年４回開かれる定例会は、おおむね下のような流れで、市政に関するさまざまな案件について、市の意思決定をしています。

条例案、予算案、決算案など、議会の議決を

求めるために提出される案件をいいます。

議案は主に市長が提出します。特に予算案の

提出は、市長の専権事項とされています。

○条例　市が定める法（ルール）のこと。

○予算　市の収支の見込みのこと。

議　案

議案の提出は市長だけではなく、議

会の議員もすることができ（予算を

除く）、これを発議と呼んでいます。

議員が発議を行う場合、議員の定数

の 12 分の１以上の賛成が必要とさ

れます。

発　議

提出議案に関する「議案質疑」や市政全

般に関する「一般質問」、委員長報告に関

する討論などを行います。

質疑・討論

議決されたものは、執行機関へ送付されます。

可決された条例は、公布（条例の内容を市民に知

らせること）の手続きを経た後、施行されます。

執行機関に送付

市だけの努力では解決しない問題

は、国や県に意見書や決議という

形で要望を行っています。

国・県に提出

提出された議案

は、委員会で所

管ごとに審査が

行われます。

委員会付託

委員会での審査

結果は、委員長

から本会議へ報

告されます。

委員長報告

○常任委員会

総　　務

健康福祉

環境文教

建　　設

常に設けられている委

員会。提出された議案

や請願の審査をします。

○議会運営委員会

議会の運営等に関する

事項を審査します。

○特別委員会

東京外環道路

行徳臨海部

決算審査

問題ごとに必要に応じ

て設置されます。

委 員 会

※上記は予定であり、事情により変更される
場合があります。

＊陳情の取り扱いの変更について
　市川市議会では、平成 23 年２月定例会の審査分から、請願と陳情の取り扱いを峻別し、陳情は、委員会に付託せず、各会派へ参考配付することとしました

（平成 22 年11月25日議会運営委員会決定）。なお、請願（紹介議員のあるもの）は従来どおり取り扱われます。


